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■ 工場自動化用制御機器事業

（2011年3月期・連結）

■ 健康・医療機器事業

その他

■ 社会システム事業

■ 家電・通信用電子部品事業 ■ 自動車用電子部品事業

事業別売上高構成比

地域別売上高比率・従業員数比率
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4,625人
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企業理念は、オムロングループの存在意義とその存在意義にふさわしい企業活動を実現するために、 

オムロングループ構成員一人ひとりが共有するべき価値観と方針をさだめたものです。 

 

 

 

 

    

 

 

企業理念 

基本理念 「企業は社会の公器である」  

「企業は社会の公器である」という考え方は、過去半世紀にわたりオムロングループの存在意義を示すもの

として脈々と受け継がれてきました。                                                         
「企業は社会に役立ってこそ存在価値があり、利潤を上げることができ、存続していける」 という創業者・  
立石一真の信念を表しています。                                                             
企業は、社会に対して有益な価値を提供するために存在し、社会の期待に十分に応えてこそ、よき企業市

民として社会から信頼され、存在を許されると考えています。 

 

社憲と企業理念 

社憲 

われわれの働きで        

われわれの生活を向上し   

よりよい社会をつくりましょう 

企業理念 
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管理職を対象にした「行動指針体現度評価」 

オムロン（株）は、2006年度に新たに制定された企業理念の浸透・定着を図るため、2007年度から、管理職を

対象にした「行動指針体現度評価」を運用しています。これは、基本理念の「行動指針」に関して、管理職自らの

「実践行動」と、部下への指導・助言など職場への「浸透行動」というふたつの観点から行動を評価し、人事評価

に反映させるものです。 評価項目のひとつには、「職場で行動指針実践ガイドラインにそったディスカッションの

実践」を設けていますが、制度導入後、各職場でのディスカッションが定着し、一般職に行動指針が浸透するなど、

企業理念の浸透・定着への効果が現れてきていると考えています。 

世界中の社員を対象に、企業理念の浸透度を測る意識調査を実施 

世界中の社員を対象に、行動指針の体現度、企業理念の浸透度、組織・職場の活性度などに関する意識調査を、

2年に1度、インターネットを活用して実施しています。 2010年度は、全社員約35，000人に対して実施し、イン

ターネットへのアクセスが可能な社員を中心に約15，000人から回答がありました。  今後は、事業が拡大して

いる中国においてインターネットが使えない環境にいる工員層に対して、紙ベースによる意識調査を検討してい

ます。 

企業理念の実践を促進する「チャレンジ表彰制度」 

４つの行動指針のひとつである「絶えざるチャレンジ」によって、一人ひとりの社員が企業理念を実践していける

企業風土づくりを目指して、従来、オムロン（株）で運用していた表彰制度を2008年度からグループ全体に拡大

し、「チャレンジ表彰制度」を運用しています。 オムロン(株)と国内外の関係会社の社員だけでなく、嘱託社員や

派遣社員も対象に、行動指針の「絶えざるチャレンジ」を実践しているテーマに対し、その体現度によってチーム・

個人を表彰する制度で、表彰にあたっては成果よりもチャレンジへの努力や創意工夫といったプロセスを重視し

ています。2010年は141のテーマの応募があり、1283のチーム・個人が受賞しました。 また、2010年度から

は、欧州エリアが参加しました。グローバル全エリアで制度が定着しつつあり、チャレンジ精神が推奨される企業

風土の醸成につながっていると考えています。 

国内外約50拠点で企業理念共有のための活動を展開 

国内外約50拠点で、企業理念の共有とCSR行動ガイドラインの浸透を目的とした「企業理念共有活動」を展開し

ています。 オムロン本社の経営トップが、各拠点を訪問し、マネージャー層を対象に、オムロンの基本理念が生

まれた背景や企業理念に基づいた行動の大切さを訴えるとともに、2008年度からは、各国・各地域で活躍する

マネージャーを日本に招いて行う研修の充実を図っています。2010年度は国内外全エリアのジェネラルマネー

ジャークラスを対象に、経営者による理念の共有やビジネスリーダーとしての姿勢や考え方を伝承する場として

「グローバルリーダーセミナー」を実施し、21人が参加しました。 また、マネージャー層がそれぞれの職場での

浸透活動に活用できるテキストやマニュアルなどのサポートツールの整備も進めています。  2009年度からは、

過去半世紀にわたりオムロンの存在意義を示すものとして脈々と受け継がれてきた「企業は社会の公器である」

という企業理念の理解と浸透を目的として、企業理念を制定した創業者・立石一真の生い立ちを紹介したマンガ

を英語とマレー語・タイ語・ベトナム語・インドネシア語・ヒンズー語の現地語で作成し、アジア・パシフィックエリア

の従業員に配付しています。2010年度からは中国エリアの従業員にも配布しました。 

 

企業理念の浸透と推進 
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東日本大震災で亡くなられました方々のご冥福をお祈りし、謹んでお悔やみ申し上げますとともに、被災されました地域の

皆様に心よりお見舞い申し上げます。 
当社グループ企業は、企業の社会的責任を全うするため、震災発生直後から社員が被災地に赴き、被災地の状況や被災

者の皆様からの要望を踏まえて復旧・支援活動を進めました。今後も復興支援の取り組みを進めてまいる所存です。  

「ソーシャルニーズの創造」で、グローバル社会の発展に貢献します 

2011年7月、2020年までの10年間の長期経営構想「Value Generation 2020(VG2020)」をスタートさせました。  

『感じる。考える。制御する。人と地球の明日のために』というビジョンのもと、お客様へ新しい価値を創造してご提供するこ

とを目指します。  

企業としてのCSRのあり方の基本は、本業を通じて社会課題を解決していくことであると認識しています。当社グループは

「企業は社会の公器である」をグループの基本的価値観とし、創業時より社会のニーズをいち早く感知し、時代を先取りした

製品とサービスを次々とご提供することによって、社会の進歩と発展に貢献してきました。この精神は創業DNAとしてより

いっそう強く持ち続けていきます。そして、先進国のみならず新興国・地域の文化や歴史・慣習などを尊重し、ステークホル

ダーとの関わりを通じて、多様化する価値観やニーズを的確にとらえることで見えてくる新しい価値の創造により、未来を

より豊かなものにしていきたいと思っています。  

たとえば、安心・安全の確保、心や身体の健康増進といった人々の欲求に加えて、枯渇しつつある資源への対策、自然環

境の保全など、私たちが住む地球視点のソーシャルニーズの高まりに対しても、国際社会の一員であることを自覚し、お応

えしていきます。特に地球規模での環境配慮へのニーズは益々高まっていくと考えており、当社グループ内でのCO2削減

に向けた対策を継続することは勿論のこと、太陽光発電システムを支えるソーラーパワーコンディショナなどの「創エネソリ

ューションビジネス」や、エネルギー消費の削減に貢献する「省エネルギーソリューションビジネス」をグローバルで強力に

推進する計画です。お客様の地球環境保全活動をサポートし、持続可能な循環型社会の発展に貢献していきたいと考えて

います。  

社員が成長できる会社づくりを目指します 

VG2020を実行していくのは当社の社員一人ひとりです。社員の個性と多様性を尊重し、志をもった社員に活躍の機会を

提供することによって、チャレンジする喜びを感じ、仕事への誇りと働きがいが持てる会社づくりに全力で取り組みます。 

皆様から、オムロンは「グローバルに隆々と成長する企業」という言葉で表現いただけるように、全力で「変革」に取り組ん

でまいります。当社グループへの変わらぬご支援とご協力をよろしくお願い申し上げます。 

社長メッセージ 
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オムロンらしさや緊急度を考慮して「重点取り組み課題」を明確化 

オムロンがCSRを果たしていくうえで根幹となるのが、企業理念の中の「経営方針」です。 ここには、ステークホルダ

ーとの誠実な対話と信頼を重視する「ステークホルダー経営」を経営の基本とすることを明示しています。                 

オムロンでは、この「経営指針」に基づいて、長期的なCSR戦略を策定し、経営戦略に組み込んだ取り組みを進めてい

ます。2005年度には「CSR取り組みの基本方針」を定めて取り組んでいます。 

  

CSR取り組みの基本方針                                                        
●事業を通じてよりよい社会をつくること                                                             

●ソーシャルニーズを創造し、優れた技術、製品、サービスを提供し続けていく。 

●社会が抱える課題に当事者として自ら取り組むこと                                                   

●人権・労働問題や環境問題など、さまざまな社会問題に対し、オムロンの特色を活かした取り組みを行う。 

●企業活動を進めるうえで、常に公明正大であること                                                   

●法令や社会ルールの遵守はもとより、説明責任を果たし、より透明で公明正大な経営を実践していく。 

 

トリプルボトムラインを重視したフレームワークの整備 

オムロンは、3つのCSR取り組みの基本方針を定めてステークホルダー経営を実践しています。                       

コーポレート・ガバナンスや内部統制を基盤として、経済・環境・社会に関する課題に取り組んでいきます。 

CSR取り組みのフレームワーク 

 

 

 

基本方針 
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グローバルなCSR推進体制の構築をめざして 

オムロンは、CSRを経営戦略に組み込み、本業を通じて責任を果たしていくことが重要であるという考えのもと、

グローバルなCSR推進体制の整備に努めています。 

経営陣自らがグループのCSR全般の現状と課題を把握し、CSRを方向付けるために、社長を委員長とし、カン

パニー社長、本社機能部門長、海外エリア統括会社社長で構成する「グループCSR行動委員会」を、2007年度

に設置。グループのCSR基本方針・戦略の決定、主要領域の活動推進とモニタリングを行っています。 

従来は、企業倫理、環境、情報開示など個別の領域ごとに委員会組織を設置していましたが、グループCSR行

動委員会はそれらを包括し、CSRの視点から執行全体を俯瞰し、戦略的にCSRを推進していく役割を果たして

います。この委員会が決定した方針・戦略の具現化は、各カンパニーと環境部門、法務部門など本社各機能部

門が担っています。なお、2010年度は委員会を2回開催し、生物多様性方針の策定や新長期ビジョンVG2020

におけるCSRの中期計画について議論しました。 

一方、海外エリアでは、2008年度に、欧州・米州・中国の各エリアにCSR担当者を設置しました。2010年度には、

中華圏では関係会社にもCSR担当者を設置し、グローバルでのCSRマネジメント体制の強化を図っています。  

CSRマネジメント体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSR マネジメント体制 
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グローバルで生産拠点のCSR推進状況を調査 

CSRに対する社会の要請が高まる中、オムロンは、2008年度に自社生産拠点におけるCSRの進捗状況を把握

するため、電子業界行動規範（EICC）※による調査票をベースに自己診断のための調査票を作成し、調査票

に基づく調査を実施しています。2008年度は、国内2カ所と欧州1カ所で、また、2009年度は、中華圏3カ所とア

ジア・パシフィックエリア2カ所の生産拠点、中華圏に所在する集中購買調達先3社において調査を実施しまし

た。2010年度はベトナムの拠点（関係会社、調達先各1社）で調査を実施しましたが、その結果、特に大きな課

題は発見されませんでした。  

◆主な調査項目：  

「労務及び倫理に関する方針および手順」「自由意思による労働」「児童労働の禁止」「労働時間」「賃金および福利

厚生」「人道的な扱い」「結社の自由」「労務および倫理マネジメント・システムの構成要素」「非常時への備え」「職場

でのけが/病気および肉体重労働」「職場安全および機械の安全性確保」「職場衛生」「環境許認可」「有害物質」「廃

水および固形廃棄物」「大気への排出」「住環境」「企業倫理・情報セキュリティ」など  

※ 電子業界行動規範（EICC：Electronics Industry Code of Conduct）                        

世界の主要エレクトロニクス企業とそのサプライヤーが採用・実行しているCSRの実践規範  

 
グローバルでのCSRの浸透と定着を目指したガイドラインの制定 

オムロンでは、企業理念の中の「経営指針」に示したCSRの基本的な考え方を、全グループの一人ひとりが着

実に実践していくために、2006年度に「CSR行動ガイドライン」を制定しました。また2007年度には企業理念の

中の「行動指針」を社員が実践できるよう「行動指針実践ガイドライン」を制定しました。いずれも日本国内の全

従業員に配布し、基本理念である「企業は社会の公器である」という考え方に基づくCSRの浸透と定着に取り

組んできました。配布したガイドラインは、年1回、職場ミーティングを開催して内容を確認・議論し、理解を深め

ています。 

2007年度からは、日本以外の従業員への浸透活動にも取り組み、「CSR行動ガイドライン」については、事業を

展開しているエリアごとの法制や慣習の違いを反映した欧州版、米州版、アジア・パシフィック版、中華圏版を

英語で作成するとともに、韓国語、中国語、フランス語、ポルトガル語、インドネシア語、タイ語、マレー語、ベト

ナム語など、25言語で翻訳されています。なお、「行動指針実践ガイドライン」についても25言語に翻訳しており、

いずれもイントラネット上に掲載して、国内外の全社員が閲覧できるようにしています。 

今後もグローバルなCSRの浸透をさらに強化するとともに、個別課題の発見・解決に努めていきます。  
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「国連グローバル・コンパクト10原則」を支持します 

 

オムロンは、2008年に国連が提唱する「人権・労働基準・環境・腐敗防止」についての普遍的原則である「国連グロー

バル・コンパクト（UNGC）10原則」への支持を表明し、UNGCのローカルネットワークであるグローバル・コンパクト・ジ

ャパン・ネットワーク（GC-JN）に加盟しました。以来、関西地区におけるGC-JNの活動の活性化と加盟企業の拡大に

協力しています。また、2011年には、グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク（GC-JN）に社員を事務局長として

派遣し、運営を支援しています。 

 

今後もGCの10原則を支持し、ステークホルダーの皆さまからのご期待にお応えすべく、           

誠実に取り組んでまいります。 

2011年9月 

オムロン株式会社 

 代表取締役会長 
     作田 久男 

UNGC10原則へのオムロンの取り組み 

 

オムロンは、2006年度にCSRに関するグループの行動規範として「グループCSR行動ガイドライン」を発行しました。 

現在、25ヶ国語に翻訳し、グローバルの全役員・社員に配布しています。 

 

グローバル・コンパクト10原則 グループ内規定の整備状況 実効に向けた活動状況 

原則１ 

企業は、その影響の及ぶ範囲内で国際的に宣

言されている人権の擁護を支持し、尊重する。 

人権 

原則２ 
人権侵害に加担しない。 

グループCSR行動ガイドラインに、世界人権宣言、

OECD多国籍企業ガイドライン等の主要な国際基

準に基づく「人権尊重」の基本方針を明記。 
2-1-1. 人権の尊重                    

2-1-2. 労働基準と多様性を尊重した職場づくり 

従業員の人権尊重  
取引先への責任  

原則３ 

組合結成の自由と団体交渉の権利を実効ある

ものにする。 
グループCSR行動ガイドラインに、ILO「労働にお

ける基本原則及び権利」尊重を明記。 
2-1-2. 労働基準と多様性を尊重した職場づくり 

労働者の権利尊重  
取引先への責任  

原則４ 
あらゆる形態の強制労働を排除する。 
 

原則５ 
児童労働を実効的に廃止する。 
 

労働 
基準 

原則６ 
雇用と職業に関する差別を撤廃する。 

グループCSR行動ガイドラインに、ILO「労働にお

ける基本原則及び権利」尊重を明記。 
2-1-1. 人権の尊重                    
2-1-2. 労働基準と多様性を尊重した職場づくり 

雇用・処遇・就労環境  

従業員の人権尊重   

労働者の権利尊重   

多様性確保        

ワークライフバランス  

取引先への責任  

原則７ 
環境問題の予防的なアプローチを支持する。 

原則８ 

環境に関して一層の責任を担うためのイニシア

チブをとる。 環境 

原則９ 
環境にやさしい技術の開発と普及を促進する。 

グループCSR行動ガイドラインに、「環境保全」に

関する基本方針を明記。 
2-3. 環境の保全  
2011年、新オムロングループ環境経営ビジョン

「グリーンオムロン2020」を制定。 

環境的側面の責任  
取引先への責任  

腐敗

防止 
原則10 

強要と贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗を防止

するために取り組む。 
グループCSR行動ガイドラインに、「腐敗行為の防

止」の基本方針を明記。具体的条項は次の通り。  
2-2-4. 腐敗行為の防止 

コンプライアンス  
取引先への責任  

国連グローバルコンパクト支持 




